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１．はじめに

　本研究の目的は、校内暴力による学校危機を克服し、その後も長期にわたって発展を続ける
ことができた公立高校（以下Ａ高校と略記）の事例を、校内暴力発生時からさかのぼって調査
することで、長期にわたる解決につながる校内暴力への対応を検討しようと試みるものである。
　昭和50年代に学校における暴力行為が多発し、「校内暴力」が社会問題化した。文部省は昭
和57年度から全国の中学・高校を対象に「校内暴力」の統計調査を始めたが、その際「校内暴
力」を「学校生活に起因して起こった暴力行為であり、対教師暴力、生徒間暴力、器物損壊の
三形態がある」と定義している。
　その後いったん落ち着いたかに見えた「校内暴力」だったが、昭和63年からその件数は増加
に転じ、その後減じることはなかった。文部科学省は平成20年11月に「平成19年度児童生徒の
問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の中で、「暴力行為の発生件数は、小・中・高
等学校すべての学校種で、調査開始以来、過去最高の件数１」と発表した。全国の小学校の5.7％、
中学校の36.9％、高等学校の53.6％で何らかの暴力行為が報告されているのである。平成９年
度から調査方法が変わった２ので一概に比較はできないが、「校内暴力」がマスコミを賑わわ
せていた昭和57年度でさえ、暴力行為が発生していたのは、全国の公立中学校の13.5％、公立
高校の10.5％であった３。過半数の学校で暴力行為が発生している高校は特に深刻である。校
内暴力に有効な危機対応方法および予防システムの開発が急務となっている。
　校内暴力に関して、教育社会学的には、1960年代の学園紛争、1970-80年代の校内暴力、
1990年代以降の暴力はそれぞれ質的に違いがある、という見解が一般的である。藤田英典
（2000）４は、1970-80年代の校内暴力は受験競争や管理主義などといった学校システムの制度
疲労よる「教育病理・学校病理」が原因であるといわれたが、1990年代以降は、個人化という
「社会病理の傾向を強めている」とし、両者の暴力の質が違うことを強調している。この質的
変化については、広田照幸（2001）５は、「学歴に応じた地位につける保証がなくなって学校教
育の効用が薄れたため」現代の子どもたちが我慢できなくなった結果であろう、としている。
　生徒指導上の諸問題に関する調査研究会（2005）６は地域ごとに中学校における暴力事件の
推移を調査し、一度暴力行為が多発してしまうと、減少させる力がなかなか働かない傾向にあ
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る一方、比較的暴力行為の発生件数が高くない場合は、極端に増加するということはなく、あ
る一定数が持続するかある幅で増減を繰り返す傾向にあると報告している。ここから暴力行為
はいったん多発してしまうと、なかなか沈静化が難しいという傾向が読み取れる。だとすれば、
暴力行為が多発に移行するプロセスをミクロの視点から追っていく必要があるだろう。
　藤田らの見解も参考にすると、1980年代に暴力行為の多発を経験し、1990年代以降沈静を維
持した学校には、校内暴力の際、危機対応だけでなく、その後に訪れる質的な変化にも対応で
きる要素が含まれていると考えられる。それらを明らかにするには、事例検討を積み上げる必
要があるが、高校の校内暴力が深刻な事態であるにもかかわらず、高校を対象にした検討はほ
とんど行われていないのが現状である。そこで本研究では、1980年代に校内暴力の多発と沈静
を経験し、1990年以降も沈静を維持したＡ高校を事例として取り上げ、校内暴力の悪化と回復
のプロセスを検討しながら、校内暴力に有効な学校組織の在り方や危機対応方法および予防シ
ステムへの示唆を得ようと試みた。
　Ａ高校は、1970年代前半に都市郊外のベッドタウンに作られた男女共学全日制普通科高校で
ある。1980年代に、Ａ高校に器物損壊の暴力行為が発生し、その後１年間で対教師・対生徒・
器物損壊等全ての形態の暴力が頻発するなど悪化し、生徒が複数逮捕されるなどの事態となっ
た。当時校内暴力といえばそのほとんどは中学校であったこともあり、Ａ高校の校内暴力は全
国の新聞に特集連載７された。そのため、Ａ高校の事例は、高校における校内暴力の代表的事
例として取り上げられるようになった（『年表　子どもの事件』８、『シリーズ戦後教育の検証
２　校内暴力』９など）。
　校内暴力による学校危機に陥ったＡ高校は、校内暴力発生から約１年後の４月、学校目標を
明確にして方針を立て、校内各部署で年間目標設定と総括を行い、地域との連携を軸にした開
かれた学校づくりを行った。そして暴力行為は減少に転じ、その後沈静した。1990年代の後半
からは、５年後に必要な教育方針や学校改革を考える「将来構想委員会」が立ち上がり、時代
の変化に対応できる仕組みを作った。こうして、教育改革を先取りするかのような教育活動に
取り組んだＡ高校は、暴力行為が沈静したままその後再び荒れることはなかった。2000年代以
降は、入学を希望する中学生が多い安定した学校を維持した。その後、2010年代後半にＡ高校
は統廃合によりその歴史に幕を閉じた。
　なお、本研究の目的は、Ａ高校の事例から有効な校内暴力への対応への示唆を得ようとする
ものであるから、事件そのものの検証は行わず、学校名も人名も全て仮名で表記する。

２．先行研究の検討

（１）　校内暴力
　1970-80年代に多発した校内暴力に関する先行研究は、①個々の校内暴力事件をミクロな視
点から事例研究的に検討したもの、②歴史的・社会的・世界的といったマクロな視点からの研
究（国立教育研究所内校内暴力問題研究会 198410、小川洋 200011など）、の二つのカテゴリー
に分けることができる。
　①の事例研究的な検討には、事件に関係した当事者が書いたもの（川上敬司 198212、能重真
作 198513　など）と、報道記事や取材をもとに時系列的に検討したもの（森与志男 198414、柿
沼昌芳ら　199715など）の二群がある。それらは全て事件そのものに焦点があり、暴力の収束
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までしか記述されていない。そのため、応急処置としては参考になるものの、そのときの対応
が果たして長期的に適切であったかどうかは判断がつきかねることになる。
　②のマクロな視点からの研究としては、1984年に国立教育研究所内の校内暴力問題研究会16

がある。文部省・総理府・警視庁・各地の教育センター・NHK放送世論調査所等が行った諸
調査の結果を分析することで校内暴力の原因と対策を探ろうと試みたものである。それによる
と、成人に対する意識調査では、校内暴力は家庭が主な原因とする意見が多く、中高生を対象
に行った意識調査では、教師にその原因があるとする意見が大半を占めることを明らかにして
いるが、中高生の意識は成人と違う、という指摘のみで終わっている。この研究に代表される
ように、校内暴力は、社会問題や教育問題などといったマクロな視点から論じられるか、暴れ
る本人や家庭の異常さに関心がむけられて最終的に家庭のしつけの問題に帰していく、という
傾向があった。対策は中学生に対するものが主で、「生徒の学校生活への適応を促す学校の努
力」「教師と生徒との信頼関係の回復」「生徒相互の正義を基調とする連帯の創造」が必要であ
ると提言している。
　沖原豊ら（1983）17は、世界94ヶ国を校内暴力の内容から「重症型」「中症型」「軽症型」「無症型」
の４つに分けた。そして、対教師暴力・器物破壊暴力・生徒間暴力の全てがかなり頻繁に発生
している「重症型」は、米国・英国・フィンランド・中央アフリカ・トリニダードトバゴと日
本の６ヶ国としている。そして、校内暴力を「自由を謳歌する結果、家庭・学校・社会におけ
る規律の重要性を忘れ、子どもに対してあまりにも許容的、黙認的、放任的であるところに、
その大きな原因がある」と分析している。その上で、日本の学校に対して「自由と規律のバラ
ンスの回復」「教師と生徒の望ましい関係の確立」を提言している。それらのやり方のひとつ
として儒教的な発想による秩序回復と、欧米の契約の発想による合理的な関係の構築の両方を
とりいれていくことを提言している。なお、暴力がほとんどない「無症型」は、社会主義国、
カトリックの影響の強い国々、軍事政権下にある諸国など24ヶ国で「強力な思想政治教育、宗
教的戒律、軍事力などで、「かりに校内暴力が発生しても、それに対しては直ちに厳しい処置
がとられる」ことにより発生が抑えられている、と分析している。
（２）　学校危機の分類
　学校危機については正式な定義はないため、本論では危機理論（crisis theory）で有名なキャ
プラン（Caplan、G.）18の危機の定義「人が大切な目標に向かうとき障害に直面し、それが習
慣的な問題解決の方法を用いても克服できない場合に発生する一定期間の状態」を援用する。
そして「学校危機とは、学校における正常な教育・学習活動が障害に直面し、これまで行って
きた問題解決の方法では克服できない場合の一定期間の状態である」と定義する。
　上地19は学校危機を、①児童生徒および教職員個人が体験する「個人レベルの危機」、②学
級や学年および学校全体が直面する「学校レベルの危機」、③学校を越えて地域社会全体を巻
き込んだ「地域社会レベルの危機」の３つの段階に分けた。筆者は、上地の発想を踏まえつつ
も、「地域社会レベルの危機」は、「地域」と「社会」では危機対応が質的に異なるとして、③
学校全体および地域を巻き込む「地域レベルの危機」と、④全国に報道される「社会レベルの
危機」の２つに分け、学校危機を全部で４つのレベルに分けた。そして、「個人レベルの危機」
は、学校危機の前兆になり得るものとして、学校危機からはずした。さらに危機は対応次第で
良くも悪くも推移する、という視点から、その４つのレベルそれぞれに応じた対応を考えた。
対応は、米国でショーンフェルドら20が提唱している「チームによる危機対応モデル」を参考
にしたもので、危機レベルと対応を組み合わせて整理したものが、表１である。本論では、こ
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の分類に依拠して、Ａ高校の学校危機とその対応を検討する。

（３）　学校改善測定の枠組み
　「学校改善」（School Improvement）という用語は、OECDのCERI（教育研究革新センター）
による「学校改善に関する国際共同研究（ISIP,1983〜1986）」から広く日本国内に浸透するよ
うになった。そこでは、学校改善は「一つまたは二つ以上の学級で、最終的には教育目標を今
以上に効率的に達成することを目指して、学習条件やその他の関連する学校内の諸条件を変革
することを目的とする組織的・継続的な努力」と定義されている。この定義によると、学校改
善は教育目標に達成に向けた努力のプロセスそのものを指すと言うことになる。本研究でも、
学校改善は上記の定義に従う。
　教育目標の適切さに関しては、1989年に日本教育経営学会が、学校改善を「子どもを主体と
し、子どもを育て、自立させることを目指して、学校を活性化させるため、学校の組織・活動
の構造化を行い、教育実践の向上を図ること」22と説明し、教育の価値に踏み込んだ、学校改
善にふさわしい教育目標を示そうとした。
　学校改善のすすみ具合、およびその質を測る際の枠組みとして、日本教育経営学会学校改善
研究委員会が1989年に行った「学校改善に関する調査研究　学校改善の実態と教育行政の条件
整備」23の成果がある。その調査は、全国の中学校から約1500校を選んで、学校改善について
質問紙調査を行ったものである。調査の枠組み24は以下のとおりであった。

価値指向性……子どものどのような成長を目指しているか、あるいは子どもの成長とど
の程度の関連を有する試みとして設定されているか。
全体性……改善の試みが全校的にどの程度の広がりをもって実践されているか。（これ
には、①学校改善のために実施されている活動の点から見た全校的な広がりの程度、②
教職員の参加や合意の点から見た広がりの程度、の二つの側面が含まれる。）
構造性（関連性）……組織および活動が学校改善の目標に焦点づけられて構成されてい
るか。たとえば、改善の目標と学年・学級の目標が関連づけられて設定されていること
などがこれにあたる。
継続性……一貫したテーマのもとで改善の取り組みがどれほど継続して進められてきた
か、また、将来的にどの程度の時間的パースペクティブのもとで改善をとらえているか。

　そこで本研究では、前述の枠組みを援用した、表２の枠組みで、Ａ高校の学校危機期および

危機レベル 内容 望まれる対応

前
兆 １ 個人レベル 児童・生徒・教職員などに

起きた個人的レベルの危機
共感的・カウンセリング的対応。必要に応じて
専門機関と連携してサポート。

学
校
危
機

２ 学校レベル
個人にとどまらず、学級・
学年・学校全体に及ぶレベ
ルの危機

校内危機対応チーム中心に学校全体で情報共有
して対応。必要に応じて専門機関との連携をは
かる。

３ 地域レベル 学校にとどまらず、地域を
巻き込むレベルの危機

校内危機対応チームが地域の専門機関と共に対
応。必要に応じて教育委員会がサポート。

４ 社会レベル 全国に報道されるレベルの
危機

自治体や教育委員会内に危機対応チームを組
み、学校の危機対応チームと連携して各専門機
関と共に対応。

表１　４つの危機レベルに応じた対応モデル　和井田（2009）21
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回復期の学校改善を検討することとする。

　また高校の場合は、地域の信頼を失うと中学生の入学希望者が激減し、高校内の安全安心が
脅かされると退学者が急増する傾向がある。Ａ高校も校内暴力が全国報道された時点では同じ
現象が起こった。そこで、中学生の入学応募者数（入学志願者倍率）と、退学者（退学率）の
増減も学校改善の測定の参考とする。

３．調査方法

　Ａ高校に関する資料研究を中心とし、当時の関係者への聞き取りで資料を補った。
①　資料
公刊された資料

・新聞、雑誌等に載せられたＡ高校にかかわる報道記事、報道番組の記録
・Ａ高校にかかわる記述のある雑誌、書籍

Ａ高校が一般に公表している公開資料
学校要覧、学校案内、創立十周年記念誌、創立二十周年記念誌、創立三十周年記念誌、
Ａ高校ニュース＜近隣の中学校に配布したもの＞

Ａ高校が一定の対象者に公表した半公開資料25

PTA新聞、学年通信、生徒会誌、卒業文集、講演会レジュメ＜Ａ高校の教員が近隣の
高校に招かれて、校内暴力への対応を教職員対象に講義したもの＞

②　聞き取り調査
聞き取りの対象　19名

　教師および元教師・元管理職（13名）、当時Ａ高校に在籍していた元生徒（４名）、元保
護者（１名）、ジャーナリスト＜当時のＡ高校を取材し書籍を出版した＞（１名）

聞き取りの時期　2004-2006年
聞き取りの方法　半構造化面接。

　質問項目は、１．当時の立場・役割　２．当時のＡ高校の様子　３．解決にむけた働き
かけと結果　４．今振り返って校内暴力への対応や予防に有効だと思えること。あとは自

価値指向性……教育目標・指導方法・指導の内容領域・学校運営
全体性　①活動の広がりの程度。
　　　　②改善の意義・目標についての共通理解や参加の広がりの程度。
　　　　　教員の改善への意欲、校内研修の在り方、校内の人間関係など
構造性（関連性）……再検討領域の見直しと組織化の広がりの程度。
　　　　　管理職層や主任層のリーダーシップの在り方。
継続性……一貫したテーマでの改善の継続の程度。継続のための方策。
　　　　　将来的パースペクティブの持ち方。
外的要因…行政の支援の程度。保護者、地域の支援の程度。
　　　　　大学や外部研究団体等の支援の程度。.

表２　本研究における学校改善構造を測る測定項目
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由に話をしてもらった。

４．学校危機悪化期と回復期の比較

（１）学校改善構造からみえる学校危機レベルの悪化と回復
　Ａ高校の学校危機レベルが悪化していく時期と、回復していく時期の学校全体の在り方の相
違点を明らかにするために、悪化期と回復期とをそれぞれ学校改善測定項目に照らして、学校
改善の構造を比較した。危機悪化期は、校内暴力の発生から悪化していくまでの約１年間と
し、「学校再建」を宣言して新体制で学校改革に取り組んだ４月以降回復に転じたと判断し、
分析した。この時期判定および分析にあたっては、事件当時の報道記事26やＡ高校に関した記
述のある出版物27などの公刊されたもの、当時のＡ高校が出した情報28（学校案内、学校要覧、
創立10周年記念誌、創立20周年記念誌、PTA会報、卒業文集、Ａ高校ニュースなど）のうち、
二カ所以上で内容が一致していて、さらにＡ高校の関係者からの聞き取り調査でも矛盾がな
かったものを用いて判断した。

①　学校危機悪化期　悪化期と回復期の比較
　Ａ高校が学校危機となった事件の概要を、当時の新聞記事の引用29で概説する。
　「体罰や生徒指導のきびしさを不満に５月、３年生の男子生徒数十人が、先生三人を取り囲
んでつるしあげ、土下座させるなどのトラブルを起こした。さらに同10月、そのリーダー格の
一人が、先生を殴ったことなどを理由に退学処分となったことから、生徒らは11月中旬から12
月にかけ、校舎の窓ガラスを割ったり火を付けるなど15件の学校破壊行為や先生殴打事件を起
こし、同校生６人をふくむ８人が逮捕された。これで校内暴力はおさまったが、同校の第一次
入学応募者は、定員の５割強という極端な定員割れとなった。」定員を埋めるために、二次募
集が行われたが、それでも定員に満たなかった。
　その年の退学率は、2.9％であった。文部科学省の調査によると、公立高校の退学率は、こ
の時代から現在に至るまで1.9％〜2.5％の幅で推移している。平均よりもやや高い程度に見え
るが、事件前のＡ高校の退学率は0.6％であり、入学志願者が定員よりも多かったことからも、
Ａ高校の雰囲気がこの年に急激に変化したことがわかる。
　資料を用いて危機悪化時の学校改善構造を分析すると以下のようになった。

＜学校危機悪化期の学校改善構造＞
価値指向性

・教育目標…学力充実、秩序回復。
・指導方法…秩序回復は生徒指導部を中心とした指導。
・指導の内容領域…秩序回復は主に生徒指導で行う。
・学校運営目標…大学進学実績の向上、校内暴力の抑制と秩序の回復をめざす。

構造性（関連性）
　・再検討領域の見直しと組織化の広がりの程度…主に生徒指導部に対応が任されがちだっ
た。
　・管理職層や主任層のリーダーシップの在り方…会議はしばしば紛糾し、方針決定に時間
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がかかることが多かった。
外的要因

　・行政の支援の程度。保護者・地域の支援の程度…教育行政による支援としては、視察や
指導があったが、生徒指導に関する指導と学校の方針とが一致できない部分があった。保護
者への説明は悪化が進んだ後だった。地域からの支援としては、悪化にともなう必要に応じ
た警察による支援があった。
　・大学や外部研究団体等の支援の程度…なし。

②　学校危機からの回復期の概要
　６時間にも及ぶ職員会議を経て、教育目標「充実した高校生活の創造」、教育方針「一人ひ
とりを大事にする教育」、そしてやるべき事が具体的に決められた。これらの原案は危機悪化
の時期からＡ高校にいた生徒指導主事（危機悪化期には進路指導主事を務めた）の提案による
ものだった。
　教育目標・方針・具体策を生徒・保護者・地域に示し、協力を要請したが、校内はなかなか
落ち着かなかった。生徒の問題行動に対しても、納得がいくまで話し合う姿勢を大事にした。
初年度前半はマスコミが連日学校にカメラを向けた。共同通信社がＡ高校の校内暴力を特集連
載として全国紙に配信し30、NHKは特集番組を組んだ。
　教師たちは教室の傍に学年職員室を設置し、「生徒との関係に生きる」を合い言葉に、生徒
とのコミュニケーションを密にするようにした。器物損壊などの暴力行為があるとすぐに教師
たちが集まってその場でチームを組んで対応した。また、学級経営や教科指導の力をつけるた
めに、多くの教員が研修会に出かけるようになった。クラスでは、４月に学校再建のために生
徒は何ができるかが討議され、以後生徒の集団づくりに力をいれるようになった。　　
　回復には、保護者や地域の協力もあった。保護者が教師と共に登下校指導を一年半行うなど
PTAが組織的に活動した。それらの活動は保護者と教師のみならず、保護者同士のつながり
も強めた。「地域に根ざした学校」をめざし、地域関係者連絡協議会や市内中学校等連絡協議
会を開催し開かれた学校づくりを行うことで地域の信頼を回復しようと試みた。その結果年度
末に行われた入学試験では、志願者が定員をわずかに上回った。だが、退学率は6.8％で、二
次募集で入ってきた新入生を中心に多くの生徒が中途退学した。
　二年目以降、退学率は、波はありながらも下がり続けた。生徒から教師に相談することも増
え、問題行動の数も減り、校内に秩序が戻ってきた。Ａ高校は新入生全員が部活動に所属する
「部活動全入制」を導入し、放課後の居場所づくりを進めた。学校行事にも力を入れ、日本で
初めてのスキー修学旅行を開発した。学年による学力差が激しかったため、教師たちは授業に
苦労し、積極的に補習を行った。保護者は学校行事にも積極的に協力し、学校のパートナーと
して学校を支援した。しかし、校内暴力の学校というイメージをぬぐうには時間がかかった。
　資料を用いて回復期の学校改善構造を分析すると以下のようになった。

＜学校危機からの回復期の学校改善構造＞
価値指向性

　・教育目標…「充実した高校生活の創造」
　・指導方法…全校体制。共有すべき指導方針として「一人ひとりを大事にする教育」「生
徒とのかかわりに生きる」などコミュニケーションの向上と生徒を受け入れる姿勢を明確に
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打ち出した。また、生徒の状況と教師の姿勢を外部に発信し協力を求めた。
・指導の内容領域…生徒指導だけでなく、授業改善や生徒の集団づくり、人格教育による回
復もめざした。
・学校運営目標…「学校再建」
構造性（関連性）

　・再検討領域の見直しと組織化の広がりの程度…学校全体。組織的。方針設定と見直し、
総括をこまめに行った。
　・管理職層や主任層のリーダーシップの在り方…主任層が状況を把握し、情報共有しあい
ながら管理職や教員に情報を伝えるスタイルをとった。情報を検討した校長からの指示が発
信される場面も多かった。
　・教育目標に照らして指導方針が定められた。
外的要因

　・行政の支援の程度…Ａ高校との連携をとった。教員の加配、状況を考慮した予算配分、
学校の希望を配慮した人事異動などの支援があった。
　・保護者、地域の支援の程度…保護者による登校指導等全面的な協力。地域の理解は情報
発信と地域協議会の開催により進んだ。
　・大学や外部研究団体等の支援の程度…教職員が具体的な方針やスキルを求めて教職員組
合や校内暴力を克服した中学校などを訪問する形で対策案を求め、支援を受けた。

（２）危機レベルの視点から見た場面ごとの対応
　Ａ高校の「学校危機の悪化期」と「学校危機からの回復期」の対応の違いを明らかにするた
めに、学校危機期と改善期の出来事およびそれぞれの具体的な場面とそれらへの対応を合計６
場面抽出した。これらの場面は、事件当時の報道記事30,31やＡ高校に関した記述のある出版物32

などの公刊されたもの、当時のＡ高校が出した情報33（学校案内、学校要覧、創立10周年記念誌、
PTA会報、卒業文集など）のうち、二カ所以上で内容が一致していて、さらにＡ高校の関係
者からの聞き取り調査でも矛盾がなかったものである。こうして抽出した場面に通し番号を付
け、危機対応のレベル、当時の対応とその後の状況も加えて筆者がまとめたものが表３「Ａ高
校の危機対応場面とその対応」である。
　４つの危機レベルの視点から危機悪化期と回復期の対応の相違点を以下に分析する。

①　学校レベルの危機への対応　１と６の比較
　１の場面も６の場面もどちらも学校のやり方への生徒からの不満という共通点がある。しか
し、１は悪化していき、６は回復にむかっている。
　対応の相違点としては、コミュニケーションの在り方があげられる。悪化期は教師から生徒
への伝達であるのに対して、回復期は双方向の話し合いとなっている。この時期はまだ学校が
落ち着かず、マスコミも注目していたので、生徒にまかせるのは心配だったにちがいない。し
かし生徒に服装について考えること、服装規定を運営することを教える中で、生徒とのコミュ
ニケーションが深まった結果、無事な遠足ができたと考えられる。
　回復期は、生徒も学校づくりにかかわる一員とみなして、学年や生徒指導部、管理職も生徒
たちの話し合いの経過を見守っていた。指導方針と現状が多くの教員に共有され、生徒の様子
を見ながらの対応検討ができていたといえる。
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②　地域レベルの危機への対応　２と５の比較
　どちらも集団で不適切な行動をしようとしていたこと、集団で興奮しており、教師は生徒の
力になりたいと思っているがそれが通じにくい事態であるという場面である。そして２は悪化
し、５は回復に向かっている。
　相違点は、第一には、組織力の違いが挙げられる。悪化期は、その場の２名の教師が個人的
な判断で落ち着かせようとしたが、生徒たちが数十名集まってきており、最終的に暴力行為が
おきてしまった。しかし、回復期には教員はチームで対応している。関係者で相談し、方針を

レベル 時期 きっかけの出来事 教師の対応 その後の状況

１
学校レ
ベル

危機悪
化期の
始まり
12－翌
年５月

２年生の生徒たちが
十数人で、ある授業
の厳しさに反抗して
授業を受けることを
拒否する。

生徒を強く叱責。反
抗に対しては、学年
全体で厳しく指導。

落書き、授業中の非常ベルや爆竹が
始まる。何度も全校集会を開くが犯
人はわからず、器物損壊はエスカ
レートする。

２
地域レ
ベル

危機悪
化期
翌年
９－12
月

校外で補導員に反抗
した生徒数人が警察
に連行される。連れ
戻そうとした生徒が
止めようとした同級
生や教師に暴力。

暴力をふるった生徒
に退学勧奨。事件か
ら２ヶ月後に退学。

生徒退学直後から器物破損・トイレ
への放火・生徒間暴力・対教師暴力
等が多発。退学勧奨、停学などの特
別指導を多数行うが解決せず。放火
等の疑いで生徒数人が逮捕される。

３
社会レ
ベル

危機悪
化期
１－３
月

「荒廃の学園」と報
道される。Ａ高校入
学希望者が激減。

警察と連携。危機対
応のため生徒指導委
員会を組織し情報共
有。保護者説明会を
行う。

校内暴力が続く。全国紙にも報道さ
れる事態となる。

４
社会レ
ベル

回復期
の始ま
り
４月

マスコミ報道加熱。
新聞・テレビ等での
報道続く。学習は落
ち着かず、怠学や校
則違反などの問題行
動が多発する。

学校再建宣言。新体
制で組織的対応。教
育目標と方針を設
定。クラス討議、保
護者会、地域連絡協
議会を行った。

校内暴力は減少する。問題行動継続。

５
地域レ
ベル

回復期
５－６
月

授 業 を 抜 け 出 し、
二十数人が集まっ
て、違反の頭髪にす
ることを話し合って
いた。

家庭と連携を取り、
広域暴力団から脅さ
れていたとわかる。
生徒を守る方向で体
制を組む。全生徒へ
の家庭訪問を実施。

問題は解決に向かい、生徒・家庭か
ら教師に相談をするようになった。
保護者有志が教員と共に登校指導を
行うようになった。校内暴力は沈静
化。

６
学校レ
ベル

回復期
５－６
月以降、
翌年ま
で

怠学や服装違反、授
業妨害など問題行動
継続。ある学年が遠
足に私服で行きたい
と主張。

授業改善に取り組
む。服装規定や校内
問題を生徒に討議さ
せる。修学旅行は廃
止を検討。保護者・
地域への協力要請。

自分たちで服装規定を考え、遠足は
私服で無事に終わる。修学旅行も、
保護者の協力を得て無事に行えた。
校内暴力は沈静化。問題行動減少。
ほとんどの保護者が登校指導に協力。

表３　Ａ高校の学校危機場面とその対応
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立てながら対応しており、その経緯も、教職員に共有されていた。第二には、保護者との連携
が挙げられる。悪化期は保護者とのかかわりは少ないが、回復期には保護者との連携を重視し
ている。第三は、生徒を排除するか抱えるか、という教師の姿勢の違いがある。悪化期は、校
内暴力の中心となった生徒に退学推奨を行い、校内暴力はさらに悪化した。しかし回復期には、
指導するが、排除せずかかわり続けている。第四は、対応の速さである。悪化期は、暴力事件
から退学までに２ヶ月もかかっているが、回復期は、情報共有も方針決定も迅速に行われている。

③　社会レベルの危機への対応　３と４の比較
　どちらも学校がマスコミの目にさらされており、生徒指導上の問題がつぎつぎに起きるため
に学校全体が落ち着かない、という場面である。対応にも共通点がある。どちらも、危機対応
のための生徒指導委員会を組織し、警察などの地域の専門機関と連携し、職員で対応を協議し
ながら全校体制で対応している。これは、表１「４つの危機レベルに応じた対応モデル」の「地
域レベルの危機」で推奨されている体制である。また、どちらも保護者会での説明を大事にし、
一定の理解と協力も得ることができた。それでは、どうして３の時期に悪化をくいとめられな
かったのだろうか。
　相違点の第一は、ビジョンの有無である。悪化期には、事態を収拾することにばかり目がいっ
て、その後の学校をどう建て直していくか、という方針が定まっていなかった。そのため、し
ばしば会議が紛糾した。しかし回復期には「充実した高校生活の創造」という、学校づくりの
ビジョンができて全職員に共有されていた。また、「生徒との関係に生きる」をキャッチフレー
ズにして、生徒の教室の傍に学年職員室を設置し、心理的にも物理的にも生徒の近くにいてコ
ミュニケーションの回復をはかろうとしていた。第二の相違点は、外部との連携のあり方にあ
る。悪化期には教育委員会などの教育行政との連携がうまくいっていなかったが、回復期には、
緊密な連携が行われ、学校改革のための人的、財政的なバックアップも行われた。第三は生徒
と共に学校を創るという発想の有無である。回復期は、クラス討議や生徒会活動に力をいれて
生徒とともに学校づくりを考えていく、というスタンスを取った。第四は保護者や地域との連
携のあり方である。回復期では、保護者や地域とともにつくる学校、という発想を持ち、意見
を取り入れた。やがて保護者が登校指導を行うなど、積極的に学校づくりに協力するようにな
り、学校の落ち着きに一定の役割を果たした。
　教師の力だけでは収拾が難しい事態に、ビジョンを教師・生徒・保護者・地域が理解して連
携したことが学校危機からの回復に寄与している。

５．まとめと考察

　Ａ高校の教師たちは、回復期２年目に、学校危機を乗り越えて得た教訓を次のようにまとめ
ている34。ここからは、当時校内暴力克服に対して重視し効果があったと教員側が理解してい
る要因を読み取ることができる。

「Ｘ高校事件を通し　我々教師は厳しい貴重な教訓を学ばされました。
（１）教師の団結。…小異を残しつつ大きく団結して指導にあたる…
（２）暴力をふるわないこと、暴力に屈しないこと。
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（３）生徒とのかかわりの中で生きること。
（４）家庭との密接な協力、信頼関係の中で指導すること。
（５）非行を悪とし、非行とせず、一時のあやまち、愚行と見て、可能性を信じ指導する。そ

して、しっかり叱る。
（６）生徒の愚行こそが我々の出番であるといった楽観的な考えに立つ。
（７）愚行の根は本人のみにあるのではなく、家庭、学校、社会にもあること。」

　以上の言葉の意味する内容を「危機レベルから見た場面ごとの対応」と「学校改善の構造か
らみたＡ高校の学校危機」から見えてきたことと照らしながら、校内暴力による学校危機から
回復にいたるために有効であると考えられる対応を以下に整理したい。
①　肯定的な共有ビジョンの策定
　組織が正常に動くためには目標の共有が大事であることは周知のことであるが、ここでは特
に、肯定的な目標を掲げることの意味に注目したい。危機悪化期には、校内暴力の抑制に焦点
が置かれていたが、回復期には抑制した後のあるべき生徒の姿を視野に入れた目標設定がなさ
れている。肯定的で現在の生徒に必要な目標を設定できたためにそれが共有ビジョンとなり、
具体的な行動を取る際の指針になったと考えられる。
　また、回復期の目標が「一人ひとりを大切にする」「生徒とのかかわりに生きる」といった「受
け入れ」の方向に向かっていることにも注目したい。
　では、どのようにしてこの肯定的なビジョンが生み出されたのだろうか。生み出した本人へ
のインタビュー、及び複数からの証言により、教育目標と教育方針は会議で生み出されたので
はなく、元進路指導主事の教員が練り上げて提案したものであった。もちろんそれまでも、何
度もビジョンについて話し合われたが、共有できるものは生み出されなかった。最終的なビジョ
ンは、一人の教員によって生み出され共有されたのである。
　報道やインタビューを総合すると、危機悪化時には会議を重ねるたびに、厳しい方向に意見
が集約されていく、という傾向が見られた。それが排除の方向への指導につながっていった。
社会心理学者のモスコビッチ（Moscovici,S.）35らは、「集団意見の極化現象」として、「集団討
議による意思決定は、個人の決定よりもリスクを含むか、より保守的か、といういずれかの極
端な方向に動きやすいという特徴を持つ」と述べている。「民主的な話し合い」が時としてよ
り極端で危険な方向に決定しやすい側面を持っていることに留意すべきであることが示唆され
る。
②　共有化された組織的対応
　生徒指導は生徒指導部が中心に行う、といった分業（悪化期）から、全員で情報を共有しな
がら対応する形の組織化（回復期）にも違いが見いだせる。一人が対応していても、その教員
の背後に学年集団や学校全体といった複数の教員による情報共有と支援が回復に有効であると
考えられる。
③　対話を重視する教師の姿勢
　学校危機悪化に従い、特に生徒と教師とのコミュニケーションがうまくとれなくなっていく、
という傾向があった。学校危機からの回復期には、「一人ひとりを大事にした教育」「生徒との
関係に生きる」という教師側の姿勢を明らかにした方針が作られたこともあり、コミュニケー
ションの回復がはかられた。
④　保護者・地域との連携
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　保護者との情報交換を密にし、保護者の協力の下、学校を創っていくというスタンスをとっ
た。保護者も危機感を持っていたため、学校と同じ目標で協力しあえ、その中で保護者同士の
支え合いも生まれた。保護者の協力は、生徒たちが落ち着くのに一定の役割を果たした。また、
家庭の事情や親の思いがわかることで生徒理解が深まり、よりよい対応につながることもよく
起こっていた。地域との連携も学校教育を安定させ、保護者・地域との連携は高校であっても
有効であることが示唆された
⑤行政の支援
　教育委員会等行政側が、学校と連携を取りながら、必要な指導助言、人的財政的支援を行う
ことが危機からの回復に貢献することが明らかとなった。
⑥研修等による専門的な知見の活用
　悪化期には、経験から行動していた教職員であったが、回復期は研修に出たり、校内暴力を
克服した学校や専門家から話しを聞いたりして具体的な対応を模索していた。これらも、適切
な対応をさぐる上での力になったと考えられる。
　ただ、この時期は校内暴力が社会問題となっており、同時代にさまざまな研究者から提案が
出されつつあった。しかし、学校危機の時期も回復の時期にも、専門書を参考にした形跡はみ
られない。インタビュー等でも、校内暴力の先進校である中学校からは情報を集めようとして
いたが、教育学や心理学の知見を活用しようとはしていなかった。あるいは、それらの情報が
手に入るところになかったのかもしれない。
　教育現場の力となる研究や理論の在り方だけでなく、教育現場と理論を結ぶ役割を果たす人
や機関の在り方も考える必要がある。

６．おわりに

　本研究では、校内暴力が問題になってきている昨今の状況を踏まえ、校内暴力の予防と適切
な対応の示唆を得るための事例検討を行った。検討対象になったのは、1980年代に校内暴力に
よって学校危機に陥ったものの、その後順調に回復を遂げ、安定した学校改善を果たしてきた
ある公立高校である。本研究では、学校危機に陥る時期と回復期の違い、安定的な回復を果た
すための学校の在り方をさぐるために、学校危機悪化期と危機からの回復期に焦点を当てて、
比較することで、よりよい対応と学校の在り方を検討した。
　調査は、公刊されている資料の他、その学校が公表している資料を用い、当時の関係者への
インタビューで補った。
　その結果、校内暴力は最初から起こるのではなく、段階を追って悪化していること、その段
階に合った対応をすることで悪化を防ぐ可能性があること、悪化した場合はそれだけ対応が複
雑になるが、段階に合った対応をすることで回復に向かう可能性もあることが示唆された。学
校の在り方としては、目の前の問題の収拾を図るだけではなく、その問題を乗り越えた先にど
のような学校を創っていきたいか、という肯定的なビジョンを持って組織的に対応すること、
方針は生徒を排除するのではなく教育しながら受け入れる方向で策定すること、生徒とのコ
ミュニケーションの回復が重要であることが示唆された。また会議には、極端で危険性の高い
決断をしがちな側面があることを配慮する必要があることも示された。
　さらに、保護者・地域・行政との連携も重要な回復の要因であった。そして校内暴力に関す
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る専門的な知見の活用があると、より早期の回復が見込めることが予想された。
　今後の課題は、他の長期にわたる事例の調査を積み、この事例検討で得られたことの普遍化
を図ることである。
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